
（２）市民参加の実施内容

（３）実施された市民参加の流れ ＊継続的なもの

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

審議会（諮問）(R4第4回)（2月3日） 審議会（R5第2回）9月14日 審議会（R5第4回）11月13日 審議会（R6第1回）5月21日

審議会（R5第1回）6月1日 審議会（R5第3回）10月31日 審議会（R5第5回）2月5日 審議会（R6第4回）1月29日 審議会（R7第2回）8月1日

審議会（R7第1回）5月27日 審議会（R7第3回）10月6日

パブリックコメント実施（11/20～11/19）

パブリックコメントの結果の公表（3/3～）

概　要 生物多様性の保全と回復に関する取り組みを計画的に進めるとともに、生態系ネットワークと市民活動団体等のネットワークを構築するため、５０年間のグランドデザインを描いた戦略です。
上位計画
の有無 無（流山市独自）

事業
タイトル

生物多様性ながれやま戦略（第三期）
市が考える
市民等への影響

〈メリット〉生物多様の保全と回復を目指すことによって、将来にわたって市内の良質な自然環境を残すことが
できます。
〈デメリット〉特に無し

正式名称 生物多様性ながれやま戦略（第三期）

⑩市民参加手続実施後の検証 ⑪意見の反映 ⑫工夫したこと・その他

市民参加の
実施結果を
踏まえた担
当課の意見

市民等が参加している環境審議会では、複数回の審議を行ったことで審議委員から多くの意見を頂いた。
パブリックコメントでは、ちば電子申請サービスを利用したインターネットによる受付方法を追加したことで、ちば電子申請からの意見があった。

結果 （終了）

令和８年４月１日時点
担当課： 環境政策課

令和4年度
第2回 2/3・市役所
令和5年度
第1回 6/1・市役所
第2回 9/14・市役所
第3回 10/31・市役所
第4回 11/13・市役所
第5回 2/5・市役所
令和6年度
第1回5/21・市役所
第4回1/29・市役所
令和7年度
第1回　5/27
第2回　8/1
第3回　10/6

令和5年11月12日まで
委員数12名
令和5年11月13日以降
委員数11名

公募の市民等5名
学識者3名
関係団体3名

議事録および配布資
料をホームページで
公表

市民参加実施結果シート

（１）市民参加の手続　実施結果について

市民参加の実施方法 ①その手法を選択した理由等 ②開催告知日 ③募集期間 ④受付方法 ⑤開催日・場所等 ⑥対象者・人数等 ⑦委員構成 ⑧結果の公表 ⑨関連するＨＰの広報ＩＤ

審議会等
・専門的な見地からの調査
や審議、意見を聴取する必
要があると考えたため。

令和4年度
第2回 2/1
令和5年度
第1回 5/21
第2回 9/11
第3回 10/21
第4回 11/11
第5回 2/1
令和6年度
第1回5/10
第4回　1/21
第7年度
第1回　5/11
第2回　7/21
第3回　9/21

- -

・希望者にはオンライン参
加ができるよう環境を整
え、参加率の向上と移動に
伴う二酸化炭素の削減を
図った。

案を修正しなかった

その他

<HP>
R7/3/3

1009621

○
意見を反映した
（案を修正した）

パブリックコ
メント手続

・時間や場所等に拘束され
ず、意見表明ができることか
ら、幅広い市民から意見聴取
が可能と考えたため。
・素案を広く周知するととも
に、素案に対する具体的な意
見を聴取できると考えため。

＜ＨＰ＞
R7/11/20～
＜広報誌＞
R7/11/21号
＜出張所・公民館・
生涯学習センター・
クリーンセンター・
福祉会館＞
R7/11/20～

＜意見募集期間＞
R7/11/20～R7/12/19

郵送
ファクシミリ
電子メール
書面の持参
電子申請

９月 １０月 ３月

令和7年度

1052911

〇
意見を反映した
（案を修正した）

・意見募集の周知には広報
で周知を行うとともに、電
子申請での募集方法を設
け、広く意見がいただける
よう工夫を図った。

案を修正しなかった

その他

意見数
48件
11名

パブリックコ
メント手続

令和5年度 令和6年度

審議会等

１１月 １２月 １月 ２月
市民参加の手法

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

令和4年度


